
連結情報
当行グループは、当行及び連結子会社4社で構成され、銀行業を中心にリース業などの金融サービスに係る事業を行っております。

●銀行及びその子会社等の概況
1. 企業集団の状況

（注） 1. 上記子会社のうち、有価証券報告書を提出している会社はありません。
 2. 「議決権の所有割合」欄の（　）内は子会社による間接所有の割合（内書き）、［　］内は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があるこ

とにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有
割合（外書き）であります。

 3. 「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の（　）内は、当行の役員（内書き）であります。
 4. ウエスタンリース株式会社については、経常収益（連結会社相互間の内部経常収益を除く）の連結経常収益に占める割合が10％を超えております。なお、各指

標は下表のとおりであります。

（注） 連結子会社の状況及び当行グループが所有する株式等の出資割合につきましては平成19年9月30日現在で記載しております。

経常収益 経常利益 中間純利益 純資産額 総資産額
2,618 49 29 2,053 13,473

（単位：百万円）

※銀行の一の子会社等以外の子会社等が所有する当該一の子会社等の株式等の発行済株式の総数等に占める割合

名　称
当行グループが所有する株式等の出資割合

うち当行分 ※うち当行グループ会社の持分
筑銀ビジネスサービス（株） 100.0 ％ 100.0 ％ ― ％
ちくぎんコンピュータサービス（株） 60.0 5.0 55.0
ウ エ ス タ ン リ ー ス（株） 9.5 5.0 4.5
筑 邦 信 用 保 証（株） 29.1 5.0 24.1

●銀行及びその子会社等の主要な業務
1. 直近の中間連結会計期間における事業の概況
・企業集団の業績
当中間連結会計期間（自平成19年4月1日　至平成19年9月30日）の経営成績は以下のとおりとなりました。
主要勘定の当中間連結会計期間末残高は、預金・譲渡性預金合計は、資金調達のコアとなる個人預金が順調に増加したことから、前年同期末比151億
円増加して5,266億円となりました。貸出金は、地元企業を中心とした新規取引の拡大や個人のお客さまの住宅ローンをはじめとした資金ニーズにお応
えするため積極的な営業活動に努めた結果、前年同期末比19億円増加して3,862億円となりました。有価証券は、資金調達が好調であったことから国債
や事業債などの債券を中心に運用残高の増加を図り、前年同期末比146億円増加して1,342億円となりました。なお、有価証券は、先行き金利が上昇し
た場合の価格変動リスク、将来の期間損益への影響を考慮して、中短期債や変動利付債での運用を増加させるなど運用対象の多様化を図っております。ま
た、純資産は、内部留保により利益剰余金が増加した一方で、保有有価証券の評価差益が減少したためその他有価証券評価差額金が減少したことから、前
年同期末比9億円減少して341億円となりました。
損益の状況につきましては、経常収益は、市場金利の上昇などにより貸出金利息及び有価証券利息を中心に資金運用収益が増加したことから、前年同期
比5億1百万円増収の93億56百万円となりました。一方、経常費用は、貸倒引当金繰入額は減少したものの、預金金利を引上げたため資金調達費用が増
加したことから、前年同期比2億90百万円増加の83億60百万円となりました。この結果、経常利益は、前年同期比2億10百万円増益の9億95百万円と
なりました。また、中間純利益は、経常利益が増益となったことから、前年同期比62百万円増益の4億86百万円となりました。
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。
①　銀行業
銀行業では、経常収益は資金運用利回りの上昇により資金運用収益が増加したことから、前年同期比4億44百万円増収の69億47百万円となりました。
一方、経常費用は預金金利の引上げに伴い資金調達費用が増加したことから、前年同期比2億85百万円増加して61億10百万円となりました。この結果、
経常利益は前年同期比1億60百万円増益の8億37百万円となりました。

筑銀ビジネスサービス株式会社

ウエスタンリース株式会社

ちくぎんコンピュータサービス株式会社

筑邦信用保証株式会社

筑邦銀行
銀行業

本店ほか支店41か店

銀行業に付随し、関連する業務

リース業及びそれに付随し関連する業務

銀行業に付随し、関連する業務

債務保証業及びそれに付随し関連する業務

名　称 住所 資本金
主要な事業
の　内　容

設立年月日
議決権の
所有割合

当行との関係内容
役員の
兼任等

資金
援助

営業上
の取引

設備の
賃貸借

業務
提携

百万円 ％ 人

筑 銀 ビ ジ ネ ス
サービス株式会社 福岡県久留米市 10 事務受託業 昭和57年

12月13日
100.0 3

（1） 預 金 取 引 親会社より建物
の 一 部 賃 借 ─（─） ─

［─］

ちくぎんコンピュータ
サービス株式会社 福岡県久留米市 10 コンピュータ

関連業
昭和63年
1月30日

60.0 3
（1） 預 金 取 引 親会社より建物

の 一 部 賃 借 ─（55.0） ─
［40.0］

ウエスタンリース
株 式 会 社 福岡県久留米市 20 リース業 昭和49年

10月9日
9.5 3

（1）
金銭貸借取引
預 金 取 引

親会社より建物
の 一 部 賃 借 ─（4.5） ─

［60.5］

筑 邦 信 用 保 証
株 式 会 社 福岡県久留米市 30 保証業 昭和60年

10月1日
29.1 3

（1）
預 金 取 引
債務保証取引

親会社より建物
の 一 部 賃 借 ─（24.1） ─

［24.1］

2. 連結子会社の状況
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2. 主要な経営指標等の推移
最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

②　リース業
リース業では、経常収益はリース料収入等の営業収益が増加したことから、前年同期比32百万円増収の26億18百万円となりました。一方、経常費用
はリース原価等が増加したものの、貸倒引当金の繰入負担が減少したことから前年同期比横這いの25億69百万円となりました。この結果、経常利益は前
年同期比32百万円増益の49百万円となりました。
③　その他の事業
その他の事業では、経常収益は保証料収入の減少により前年同期比6百万円減収の77百万円となりました。一方、経常費用は貸倒引当金が取崩となった
ことから、前年同期比25百万円減少しました。この結果、経常利益は前年同期比20百万円増益の1億10百万円となりました。
・キャッシュ・フロー
①　現金及び現金同等物の増減状況
当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年度末比37億37百万円増加して321億62百万円となりました。これは、効率的
な資金の運用・調達を行う中で、有価証券による資金運用収支が106億44百万円の支出の増加となった一方で、貸出金が71億83百万円減少し、預金・
譲渡性預金による資金調達が80億58百万円増加したことによるものです。
②　営業活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、170億12百万円となりました。これは、主として銀行業において貸出金による資
金運用が71億83百万円減少し、預金・譲渡性預金による資金調達が80億58百万円増加したことによるものです。また、前年同期比では36億71百万円
増加しました。これは、主として銀行業において譲渡性預金によるキャッシュ・フローが46億45百万円減少したものの、預金によるキャッシュ・フロー
が85億88百万円増加したことによるものです。
③　投資活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、131億6百万円の減少となりました。これは、主として銀行業において有価証券の
売却・償還により114億71百万円の収入があった一方で、取得により221億15百万円支出したことによるものです。また、前年同期比では32億62百
万円減少しました。これは、主として有価証券の償還による収入が35億90百万円減少したことによるものです。
④　財務活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1億68百万円の減少となりました。これは、主として配当金の支払いによるもの
です。また、前年同期比では6百万円減少しました。これは、自己株式の取得による支出が増加したことによるものです。

（注） 1. 当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
 2.  1株当たり情報の算定上の基礎は、「1株当たり情報」に記載しております。なお、潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益は、潜在株式が存在しないので

記載しておりません。
 3.  連結純資産額及び連結総資産額の算定にあたり、平成18年度中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号）を適用しております。
 4. 1株当たり純資産額は、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）が改正されたことに伴い、平成18年度中間連結会

計期間から同適用指針を適用しております。
 5. 自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末少数株主持分）を期末資産の部の合計で除して算出しております。
 6. 連結自己資本比率は、平成18年度末から、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当行 

は、国内基準を採用しております。なお、平成18年度中間連結会計期間以前は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成5年大蔵省告示第55号に定められた算
式に基づき算出しております。

連結会計年度

項　目

平成17年度
中間連結会計期間

平成18年度
中間連結会計期間

平成19年度
中間連結会計期間 平成17年度 平成18年度

（ 自平成17年4月  1日 
至平成18年3月31日）（ 自平成18年4月  1日 

至平成19年3月31日）（ 自平成17年4月  1日 
至平成17年9月30日）（ 自平成18年4月  1日 

至平成18年9月30日）（ 自平成19年4月  1日 
至平成19年9月30日）

連 結 経 常 収 益 8,870 百万円 8,855 9,356 17,773 18,458
連 結 経 常 利 益 1,020 百万円 785 995 2,037 1,462
連 結 中 間 純 利 益 401 百万円 424 486 ― ―
連 結 当 期 純 利 益 ― 百万円 ― ― 941 692
連 結 純 資 産 額 32,805 百万円 35,182 34,190 33,431 35,424
連 結 総 資 産 額 566,142 百万円 569,484 584,001 565,890 576,775
1株当たり純資産額 526.43 円 531.78 513.68 536.65 534.55
1株当たり中間純利益 6.44 円 6.82 7.81 ― ―
1株当たり当期純利益 ― 円 ― ― 15.11 11.11
潜 在 株 式 調 整 後
1株当たり中間純利益 ― 円 ― ― ― ―

潜 在 株 式 調 整 後
1株当たり当期純利益 ― 円 ― ― ― ―

自 己 資 本 比 率 ― ％ 5.8 5.4 ― 5.7
連結自己資本比率
（ 国 内 基 準 ） 9.70 ％ 9.49 9.79 9.59 9.83

営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー 20,452 百万円 13,341 17,012 4,176 14,696

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー △4,824 百万円 △9,844 △13,106 △11,809 △17,140

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー △161 百万円 △162 △168 △326 △317

現金及び現金同等物
の 中 間 期 末 残 高 54,611 百万円 34,521 32,162 ― ―

現金及び現金同等物
の 期 末 残 高 ― 百万円 ― ― 31,186 28,425
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中間連結貸借対照表
（資産の部）

期　別

科　目

前中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日）

金　額 構成比 金　額 構成比

現 金 預 け 金 ※6 36,592 6.43 
％ 33,497 5.74 

％

買 入 金 銭 債 権 73 0.01 69 0.01
商 品 有 価 証 券 283 0.05 106 0.02
有 価 証 券 ※6,11 119,609 21.00 134,265 22.99
貸 出 金 ※1,2,3,4,5,7 384,344 67.49 386,270 66.14
外 国 為 替 373 0.07 255 0.04
そ の 他 資 産 ※1,4,6 5,524 0.97 6,107 1.05
有 形 固 定 資 産 ※8,9,10 17,040 2.99 17,156 2.94
無 形 固 定 資 産 1,661 0.29 2,528 0.43
繰 延 税 金 資 産 2,250 0.40 3,852 0.66
支 払 承 諾 見 返 ※11 9,640 1.69 8,412 1.44
貸 倒 引 当 金 △7,909 △1.39 △8,521 △1.46
資 産 の 部 合 計 569,484 100.00 584,001 100.00

（単位：百万円）

（負債及び純資産の部） （単位：百万円）

期　別

科　目

前中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日）

金　額 構成比 金　額 構成比

預 金 ※6 502,149 88.18 
％ 521,411 89.28 

％

譲 渡 性 預 金 9,350 1.64 5,205 0.89
借 用 金 ※6 6,006 1.05 6,577 1.13
外 国 為 替 0 0.00 0 0.00
そ の 他 負 債 3,637 0.64 4,429 0.76
退 職 給 付 引 当 金 1,704 0.30 1,603 0.28
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ― ― 358 0.06
再評価に係る繰延税金負債 ※8 1,813 0.32 1,810 0.31
支 払 承 諾 ※11 9,640 1.69 8,412 1.44
負 債 の 部 合 計 534,302 93.82 549,810 94.15
資 本 金 8,000 1.41 8,000 1.37
資 本 剰 余 金 5,759 1.01 5,759 0.98
利 益 剰 余 金 13,502 2.37 13,948 2.39
自 己 株 式 △102 △0.02 △111 △0.02
株 主 資 本 合 計 27,159 4.77 27,596 4.72
その他有価証券評価差額金 3,761 0.66 2,187 0.37
土 地 再 評 価 差 額 金 ※8 2,201 0.39 2,197 0.38
評価・換算差額等合計 5,963 1.05 4,384 0.75
少 数 株 主 持 分 2,060 0.36 2,209 0.38
純 資 産 の 部 合 計 35,182 6.18 34,190 5.85
負債及び純資産の部合計 569,484 100.00 584,001 100.00

●銀行及びその子会社等の直近の2中間連結会計期間における財産の状況
中間連結財務諸表
1.　当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表
規則」という。）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）
に準拠しております。

 　なお、前中間連結会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）は改正前の中間連結財務諸表規則及び銀行法施行規則に基づき作成し、
当中間連結会計期間（自平成19年4月1日　至平成19年9月30日）は改正後の中間連結財務諸表規則及び銀行法施行規則に基づき作成しております。

2.　前中間連結会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）の中間連結財務諸表は証券取引法第193条の2の規定に基づき、また、当中間
連結会計期間（自平成19年4月1日　至平成19年9月30日）の中間連結財務諸表は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、監査法人ト
ーマツの監査証明を受けております。

3.　中間連結財務諸表その他の事項の金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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中間連結損益計算書 （単位：百万円）

期　別

科　目

前中間連結会計期間
（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

当中間連結会計期間
（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

金　額 百分比 金　額 百分比

経 常 収 益 8,855 100.00 
％ 9,356 100.00 

％

資 金 運 用 収 益 5,224 5,731
（うち貸出金利息） （4,454） （4,795）
（うち有価証券利息配当金） （737） （848）
役 務 取 引 等 収 益 992 1,004
そ の 他 業 務 収 益 2,330 2,410
そ の 他 経 常 収 益 308 208

経 常 費 用 8,070 91.13 8,360 89.36
資 金 調 達 費 用 200 641
（う ち 預 金 利 息） （141） （578）
役 務 取 引 等 費 用 339 333
そ の 他 業 務 費 用 2,337 2,465
営 業 経 費 4,014 4,017
そ の 他 経 常 費 用 ※1 1,178 902
経 常 利 益 785 8.87 995 10.64
特 別 利 益 0 0.00 4 0.04
特 別 損 失 5 0.06 18 0.19
固 定 資 産 処 分 損 5 11
減 損 損 失 ― 6
税金等調整前中間純利益 780 8.81 981 10.49
法人税、住民税及び事業税 705 7.96 247 2.64
法 人 税 等 調 整 額 △409 △4.62 157 1.69
少 数 株 主 利 益 60 0.68 89 0.96
中 間 純 利 益 424 4.79 486 5.20

当中間連結会計期間（平成19年4月１日～平成19年9月30日）

（注） 平成19年6月の定時株主総会における決議項目であります。

（単位：百万円）

株 主 資 本 評価・換算差額等
少数株主
持 分

純資産
合 計資本金 資 本

剰余金
利 益
剰余金 自己株式 株主資本

合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日残高 8,000 5,759 13,613 △99 27,272 3,820 2,201 6,022 2,129 35,424
中間連結会計期間中の変動額
剰 余 金 の 配 当 （注） △155 △155 △155
中 間 純 利 益 486 486 486
自 己 株 式 の 取 得 △11 △11 △11
自 己 株 式 の 処 分 △0 0 0 0
土地再評価差額金の取崩 4 4 4
株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） △1,633 △4 △1,637 80 △1,557

中間連結会計期間中の変動額合計 ― ― 335 △11 324 △1,633 △4 △1,637 80 △1,233
平成19年9月30日残高 8,000 5,759 13,948 △111 27,596 2,187 2,197 4,384 2,209 34,190

中間連結株主資本等変動計算書
前中間連結会計期間（平成18年4月１日～平成18年9月30日）

（注） 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

（単位：百万円）

株 主 資 本 評価・換算差額等
少数株主
持 分

純資産
合 計資本金 資 本

剰余金
利 益
剰余金 自己株式 株主資本

合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高 8,000 5,759 13,232 △97 26,894 4,334 2,201 6,536 2,006 35,437
中間連結会計期間中の変動額
剰 余 金 の 配 当 （注） △154 △154 △154
中 間 純 利 益 424 424 424
自 己 株 式 の 取 得 △5 △5 △5
自 己 株 式 の 処 分 △0 0 0 0
株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） △573 ― △573 53 △520

中間連結会計期間中の変動額合計 ― ― 269 △4 265 △573 ― △573 53 △254
平成18年9月30日残高 8,000 5,759 13,502 △102 27,159 3,761 2,201 5,963 2,060 35,182



連結情報

中間連結キャッシュ・フロー計算書

期　別
区　分

前中間連結会計期間
（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

当中間連結会計期間
（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

Ⅰ. 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 780 981
減 価 償 却 費 1,595 1,644
減 損 損 失 ― 6
貸倒引当金の増減（△）額 182 △358
退職給付引当金の増減（△）額 △63 △79
資 金 運 用 収 益 △5,224 △5,731
資 金 調 達 費 用 200 641
有 価証券関係損益（△） 167 278
為 替 差 損 益（△） △0 △0
固定資産処分損益（△） 1 1
貸 出 金 の 純 増（△）減 7,402 7,183
預 金 の 純 増 減（△） △2,244 6,344
譲渡性預金の純増減（△） 6,359 1,714
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） △384 591
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △202 △162
コールローン等の純増（△）減 6 6
外国為替（資産）の純増（△）減 185 △55
外国為替（負債）の純増減（△） 0 0
資 金 運 用 に よ る 収 入 4,949 5,680
資 金 調 達 に よ る 支 出 △149 △460
そ の 他 262 △174

小　　　計 13,824 18,054
法 人 税 等 の 支 払 額 △483 △1,042

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,341 17,012

Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △22,419 △22,115
有価証券の売却による収入 7,246 7,452
有価証券の償還による収入 7,609 4,019
有形固定資産の取得による支出 △1,628 △1,435
有形固定資産の売却による収入 84 85
無形固定資産の取得による支出 △737 △1,113

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,844 △13,106

Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー
配　当　金　支　払　額 △154 △155
少数株主への配当金支払額 △3 △1
自己株式の取得による支出 △5 △11
自己株式の売却による収入 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △162 △168

Ⅳ. 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

Ⅴ. 現金及び現金同等物の増減（△）額 3,334 3,737

Ⅵ. 現金及び現金同等物の期首残高 31,186 28,425

Ⅶ. 現金及び現金同等物の中間期末残高※1 34,521 32,162

（単位：百万円）



連結情報

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間（平成1８年4月1日～平成18年9月30日） 当中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

１.  連 結 の 範 囲 に
関 す る 事 項

（1）連結子会社
　　4社
　　会社名
　　筑銀ビジネスサービス株式会社
　　ちくぎんコンピュータサービス株式会社
　　ウエスタンリース株式会社
　　筑邦信用保証株式会社
（2）非連結子会社　　該当ありません。

（1）連結子会社
 同左

（2）非連結子会社　　同左

2 . 持 分 法 の 適 用 に
関 す る 事 項

（1）持分法適用の非連結子会社　　該当ありません。
（2）持分法適用の関連会社　　　　該当ありません。
（3）持分法非適用の非連結子会社　該当ありません。
（4）持分法非適用の関連会社　　　該当ありません。

（1）持分法適用の非連結子会社　　同左
（2）持分法適用の関連会社　　　　同左
（3）持分法非適用の非連結子会社　同左
（4）持分法非適用の関連会社　　　同左

3 . 連 結 子 会 社 の中間
決算日等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と同一でありま
す。

　同左

4 . 会 計 処 理 基 準 に
関 す る 事 項

（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法に
より算定）により行っております。

（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法
　同左

（2）有価証券の評価基準及び評価方法
　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平
均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時
価のあるものについては、中間連結決算日の市場価格等に基
づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のな
いものについては、移動平均法による原価法又は償却原価法
（定額法）により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産
直入法により処理しております。

（2）有価証券の評価基準及び評価方法
　同左

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　同左

（4）減価償却の方法
　①有形固定資産
　 　当行の有形固定資産は、定率法を採用し、年間減価償却
費見積額を期間により按分し計上しております。
　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　建物：3年～50年
　　動産：2年～20年
　 　連結子会社の有形固定資産については、リース資産はリ
ース期間定額法、その他は資産の見積耐用年数に基づき、
定率法により償却しております。

　②無形固定資産
　 　無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しており
ます。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及
び連結子会社で定める利用可能期間（5年）に基づいて償
却しております。

（4）減価償却の方法
　①有形固定資産
　 　当行の有形固定資産は、定率法を採用し、年間減価償却
費見積額を期間により按分し計上しております。
　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　建物：3年～50年
　　動産：2年～20年
　 　連結子会社の有形固定資産については、リース資産はリ
ース期間定額法、その他は資産の見積耐用年数に基づき、
定率法により償却しております。
（会計方針の変更）
　 　平成19年度税制改正に伴い、平成19年４月１日以後に
取得した有形固定資産については、改正後の法人税法の償
却方法に基づく定率法により減価償却費を計上しておりま
す。この変更による経常利益及び税金等調整前中間純利益
に与える影響は軽微であります。
（追加情報）
　 　当中間連結会計期間より、平成19年３月31日以前に取
得した有形固定資産については、償却可能限度額に達した
連結会計年度の翌連結会計年度以後、残存簿価を５年間で
均等償却しております。なお、これによる中間連結貸借対
照表等に与える影響は軽微であります。
　②無形固定資産
　　同左



連結情報

前中間連結会計期間（平成1８年4月1日～平成18年9月30日） 当中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

（5）貸倒引当金の計上基準
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則
り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債
務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等
の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る
債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額
後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回
収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥
る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権について
は、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒
実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連
部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部
署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記
の引当を行っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等
については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が
可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として
債権額から直接減額しており、その金額は2,128百万円で
あります。
　連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸
倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特
定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額をそれぞれ引き当てております。

（5）貸倒引当金の計上基準
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則
り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債
務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等
の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る
債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額
後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回
収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥
る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権について
は、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒
実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連
部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部
署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記
の引当を行っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等
については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が
可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として
債権額から直接減額しており、その金額は2,912百万円で
あります。
　連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸
倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特
定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額をそれぞれ引き当てております。

（6）退職給付引当金の計上基準
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連
結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認め
られる額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理
計算上の差異の損益処理方法は以下のとおりであります。
　過去勤務債務：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内
の一定の年数（5年）による定額法により損益処理すること
としております。
　数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平
均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により
按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
することとしております。

（6）退職給付引当金の計上基準
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連
結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認め
られる額を計上しております。また、数理計算上の差異の損
益処理方法は以下のとおりであります。
　数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平
均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により
按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
することとしております。

̶̶̶̶̶̶̶ （7） 役員退職慰労引当金の計上基準
　当行及び連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員の退職
慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間連結会計期間
末要支給見込額を計上しております。
（追加情報）
　当行の役員退職慰労金は、従来、支給時の費用として処理
しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法
上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する
監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実務委員
会報告第42号平成19年4月13日）の公表を契機に、役員
退職慰労金の将来の支給時における一時的な費用負担を回避
し、役員の在任期間にわたり合理的に費用を期間配分するこ
とにより、期間損益計算の適正化及び財務内容の健全化を図
るため、前連結会計年度の下期より内規に基づく期末要支給
見込額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更して
おります。
　従いまして、前中間連結会計期間は従来の方法によってお
り、当中間連結会計期間と同一の方法を採用した場合と比
べ、前中間連結会計期間の経常利益は28百万円、税金等調
整前中間純利益は425百万円それぞれ多く計上されており
ます。

（8）外貨建資産・負債の換算基準
　当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場に
よる円換算額を付しております。

（8）外貨建資産・負債の換算基準
　同左

（9）リース取引の処理方法
　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以
外のファイナンス・リース取引については、借主側及び貸主
側いずれについても通常の賃貸借取引に準じた会計処理によ
っております。

（9）リース取引の処理方法
　同左



連結情報

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間（平成1８年4月1日～平成18年9月30日） 当中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）
　「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準
第5号平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号平成17年12
月9日）を当中間連結会計期間から適用しております。
　当中間連結会計期間末における従来の「資本の部」に相当する金額は
33,122百万円であります。
　なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部
については、中間連結財務諸表規則及び銀行法施行規則の改正に伴い、
改正後の中間連結財務諸表規則及び銀行法施行規則により作成しておりま
す。
（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準）
　「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準
第1号平成14年2月21日）及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関
する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第2号平成14年2月
21日）が平成17年12月27日付及び平成18年8月11日付で一部改正さ
れ、会社法の定めが適用される処理に関して適用されることになったこ
とに伴い、当中間連結会計期間から同会計基準及び適用指針を適用して
おります。これによる中間連結貸借対照表等に与える影響はありません。

̶̶̶̶̶̶̶

̶̶̶̶̶̶̶

̶̶̶̶̶̶̶

（金融商品に関する会計基準）
　「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）及び「金融商
品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第
14号）等における有価証券の範囲に関する規定が一部改正され（平成
19年6月15日付及び同7月4日付）、金融商品取引法の施行日以後に終
了する連結会計年度及び中間連結会計期間から適用されることになった
ことに伴い、当中間連結会計期間から改正会計基準及び実務指針を適用
しております。

表示方法の変更

前中間連結会計期間（平成1８年4月1日～平成18年9月30日） 当中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

　「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式が「無尽業
法施行細則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第60号平成18年4
月28日）により改正され、平成18年4月1日以後開始する事業年度か
ら適用されることになったこと等に伴い、当中間連結会計期間から以下
のとおり表示を変更しております。
（中間連結貸借対照表関係）
（1）負債の部の次に表示していた「少数株主持分」は、純資産の部に表

示しております。
（2）「動産不動産」は、「有形固定資産」、「無形固定資産」又は「その他資

産」に区分して表示しております。なお、当中間連結会計期間末にお
ける従来の「動産不動産」に相当する金額は、18,052百万円であり
ます。

（3）「その他資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資
産」に含めて表示しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）
　「動産不動産処分損益（△）」は、中間連結貸借対照表の「動産不動
産」が「有形固定資産」、「無形固定資産」等に区分されたことに伴い、
「固定資産処分損益（△）」等として表示しております。
　また、「動産不動産の取得による支出」は「有形固定資産の取得によ
る支出」等として、「動産不動産の売却による収入」は、「有形固定資産
の売却による収入」等として表示しております。

̶̶̶̶̶̶̶

前中間連結会計期間（平成1８年4月1日～平成18年9月30日） 当中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

（10）重要なヘッジ会計の方法
　連結子会社のヘッジ会計の方法は、金利スワップの特例処
理を行っております。

（10）重要なヘッジ会計の方法
　同左

（11）消費税等の会計処理
　当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税（以下、消費
税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。
　ただし、当行の有形固定資産に係る控除対象外消費税等は
当中間連結会計期間の費用に計上しております。

（11）消費税等の会計処理
　同左

5 . 中間連結キャッシュ・
フ ロ ー 計 算 書 に 
おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び
日本銀行への預け金であります。

　同左



連結情報

注記事項（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末（平成18年9月30日) 当中間連結会計期間末（平成19年9月30日)

※1. 貸出金及びその他資産のうち、破綻先債権額は831百万円、延滞
債権額は14,525百万円であります。

　　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継
続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済
の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償
却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）
のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第
3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が
生じている貸出金であります。

　　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債
権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支
払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

※2. 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は該当ありません。
　　　なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払

日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債
権に該当しないものであります。

※3. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は8,664百万円であります。
　　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、
債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻
先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであり
ます。

※4. 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件
緩和債権額の合計額は24,020百万円であります。

　　　なお、上記※1から※4に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の
金額であります。

※5. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会
計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会
報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由
に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、16,885
百万円であります。

※6. 担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　担保に供している資産
 　預け金 1百万円
 　有価証券 4,879百万円
 　割賦債権 1,336百万円
 　その他資産 9百万円
　　　なお、割賦債権は中間連結貸借対照表のその他資産に計上してお

ります。
　　　また、リース債権等4,323百万円を担保に供しております。
　　　担保資産に対応する債務
 　預金 542百万円
 　借用金 3,541百万円
　　　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券12,123

百万円及びその他資産3百万円を差し入れております。
　　　なお、その他資産のうち保証金は85百万円であります。
※7. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧

客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件
について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを
約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、
39,985百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの
（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が32,345百万円あ
ります。

　　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するもので
あるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社
の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他
相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受
けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項
が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎
に）予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じており
ます。

※8. 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)
に基づき、当行の事業用土地の再評価を行い、評価差額については、
当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と
して負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　再評価を行った年月日　　平成10年3月31日
　　　同法律第3条第3項に定める再評価の方法
　　　　 　土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政

令第119号)第2条第4号に定める地価税の課税価格の計算の基
礎となる土地の価額に基づいて、時点修正等合理的な調整を行
って算出。

※9. 有形固定資産の減価償却累計額 17,695百万円
※10. 有形固定資産の圧縮記帳額 1,958百万円

̶̶̶̶̶̶̶

※1. 貸出金及びその他資産のうち、破綻先債権額は1,022百万円、延
滞債権額は16,135百万円であります。

　　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継
続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済
の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償
却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）
のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第
3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が
生じている貸出金であります。

　　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債
権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支
払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

※2. 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は該当ありません。
　　　なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払

日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債
権に該当しないものであります。

※3. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は5,532百万円であります。
　　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、
債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻
先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであり
ます。

※4. 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件
緩和債権額の合計額は22,690百万円であります。

　　　なお、上記※1から※4に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の
金額であります。

※5. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会
計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会
報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由
に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、16,675
百万円であります。

※6. 担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　担保に供している資産
 　預け金 1百万円
 　有価証券 4,838百万円
 　割賦債権 1,632百万円
 　その他資産 10百万円
　　　なお、割賦債権は中間連結貸借対照表のその他資産に計上してお

ります。
　　　また、リース債権等4,778百万円を担保に供しております。
　　　担保資産に対応する債務
 　預金 744百万円
 　借用金 4,375百万円
　　 　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券12,025

百万円及びその他資産3百万円を差し入れております。
　　　なお、その他資産のうち保証金は86百万円であります。
※7. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧

客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件
について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを
約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、
37,834百万円であります。このうち原契約期間が1年以内のもの
（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が37,018百万円あ
ります。

　　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するもので
あるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社
の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他
相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受
けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項
が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎
に）予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じており
ます。

※8. 同左

※9. 有形固定資産の減価償却累計額 17,775百万円
※10. 有形固定資産の圧縮記帳額 1,958百万円
※11. 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2

条第3項）による社債に対する保証債務の額は350百万円であり
ます。

　　　なお、当該保証債務に係る支払承諾及び支払承諾見返について
は、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式が 
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第38号
平成19年4月17日）により改正されたことに伴い、相殺しており
ます。

　　　前中間連結会計期間において上記相殺を行った場合は、前中間連
結会計期間末の支払承諾及び支払承諾見返はそれぞれ150百万円減
少します。



連結情報

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間（平成1８年4月1日～平成18年9月30日） 当中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

※1. その他経常費用には、貸出金償却40百万円、貸倒引当金繰入額
593百万円及び株式等償却358百万円を含んでおります。

※1. その他経常費用には、貸出金償却54百万円、貸倒引当金繰入額
297百万円、株式等売却損98百万円及び株式等償却244百万円を
含んでおります。

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

2　配当に関する事項

　　基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

当中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

前連結会計年度末
株式数

当中間連結会計期間
増加株式数

当中間連結会計期間
減少株式数

当中間連結会計期間末
株式数 摘要

発 行 済 株 式
普 通 株 式 62,490 ― ― 62,490
合 計 62,490 ― ― 62,490

自 己 株 式
普 通 株 式 204 26 0 230 注
合 計 204 26 0 230

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加26千株は、単元未満株式の買取りによる増加、普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の買増請求による減
少であります。

（単位：千株）

(決議) 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たりの
金額（円） 基準日 効力発生日

平成19年6月28日
定時株主総会 普通株式 155 2.50 平成19年3月31日 平成19年6月29日

（決議） 株式の種類 配当金の総額
(百万円) 配当の原資 １株当たりの金額

(円) 基準日 効力発生日

平成19年11月12日
取締役会 普通株式 155 利益剰余金 2.50 平成19年9月30日 平成19年12月10日

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

2　配当に関する事項

　　基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

（中間連結株主資本等変動計算書関係）
前中間連結会計期間（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

前連結会計年度末
株式数

当中間連結会計期間
増加株式数

当中間連結会計期間
減少株式数

当中間連結会計期間末
株式数 摘要

発 行 済 株 式
普 通 株 式 62,490 ― ― 62,490
合 計 62,490 ― ― 62,490

自 己 株 式
普 通 株 式 194 11 1 204 注
合 計 194 11 1 204

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加11千株は、単元未満株式の買取りによる増加、普通株式の自己株式の株式数の減少1千株は、単元未満株式の買増請求による減
少であります。

（単位：千株）

(決議) 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たりの
金額（円） 基準日 効力発生日

平成18年6月29日
定時株主総会 普通株式 155 2.50 平成18年3月31日 平成18年6月29日

（決議） 株式の種類 配当金の総額
(百万円) 配当の原資 １株当たりの金額

(円) 基準日 効力発生日

平成18年11月20日
取締役会 普通株式 155 利益剰余金 2.50 平成18年9月30日 平成18年12月8日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間（平成1８年4月1日～平成18年9月30日） 当中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

※1. 　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係

※1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係

（単位：百万円） （単位：百万円）
平成18年9月30日現在 平成19年9月30日現在
現金預け金勘定 36,592 現金預け金勘定 33,497
定期預け金 △311 定期預け金 △201
その他預け金（除く日銀預け金） △1,760 その他預け金（除く日銀預け金） △1,133
現金及び現金同等物 34,521 現金及び現金同等物 32,162
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（リース取引関係）

その他有価証券評価差額金
中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

区　　分 前中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日）

評　　　　　　価　　　　　　差　　　　　　額 6,339 3,688
そ の 他 有 価 証 券 6,339 3,688

（△） 繰 延 税 金 負 債 2,561 1,490
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） 3,778 2,198
（△） 少 数 株 主 持 分 相 当 額 16 10
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 3,761 2,187

（単位：百万円）

リスク管理債権額

項　　目 前中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日）

破 綻 先 債 権 額 831 1,022
延 滞 債 権 額 14,525 16,135
3ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 額 ─ ―
貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 8,664 5,532
合　　　　　　　　　　計 24,020 22,690

（単位：百万円）

前中間連結会計期間（平成1８年4月1日～平成18年9月30日） 当中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引
（借主側）
　金額に重要性がないため記載しておりません。

（貸主側）
 1. リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び中間
連結会計期間末残高

 取得価額
 　動　　　産 16,027百万円
 　そ　の　他 2,190百万円
 　合　　　計 18,218百万円

 減価償却累計額
 　動　　　産 9,343百万円
 　そ　の　他 1,312百万円
 　合　　　計 10,656百万円

 減損損失累計額
 　動　　　産 ―百万円
 　そ　の　他 ―百万円
 　合　　　計 ―百万円
 中間連結会計期間末残高
 　動　　　産 6,684百万円
 　そ　の　他 877百万円
 　合　　　計 7,562百万円

2. 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額
 　1 年 以 内 2,420百万円
 　1 年 超 5,037百万円
 　合　　　計 7,457百万円

3. 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額
 　受取リース料 1,540百万円
 　減 価 償 却 費 1,236百万円
 　受取利息相当額 165百万円

4. 利息相当額の算定方法
　 　リース料総額と見積残存価額の合計額からリース物件の購入価額を
控除した額を利息相当額とし、各中間連結会計期間への配分方法につ
いては、利息法によっております。

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引
（借主側）
　金額に重要性がないため記載しておりません。

（貸主側）
 1. リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び中間
連結会計期間末残高

 取得価額
 　動　　　産 16,443百万円
 　そ　の　他 1,961百万円
 　合　　　計 18,404百万円

 減価償却累計額
 　動　　　産 9,378百万円
 　そ　の　他 1,143百万円
 　合　　　計 10,522百万円

 減損損失累計額
 　動　　　産 ―百万円
 　そ　の　他 ―百万円
 　合　　　計 ―百万円
 中間連結会計期間末残高
 　動　　　産 7,064百万円
 　そ　の　他 817百万円
 　合　　　計 7,881百万円

2. 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額
 　1 年 以 内 2,453百万円
 　1 年 超 5,477百万円
 　合　　　計 7,931百万円

3. 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額
 　受取リース料 1,580百万円
 　減 価 償 却 費 1,280百万円
 　受取利息相当額 186百万円

4. 利息相当額の算定方法
　 　リース料総額と見積残存価額の合計額からリース物件の購入価額を
控除した額を利息相当額とし、各中間連結会計期間への配分方法につ
いては、利息法によっております。
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（注） 1.  告示第28条第2項（旧告示第23条第2項）に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別
目的会社の発行する優先出資証券を含む。）であります。

 2.  告示第29条第1項第3号（旧告示第24条第1項第3号）に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
  （1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
  （2）一定の場合を除き、償還されないものであること
  （3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
  （4）利払い義務の延期が認められるものであること
 3.  告示第29条第1項第4号及び第5号（旧告示第24条第1項第4号及び第5号）に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が

５年を超えるものに限られております。
 4.  告示第31条第1項第1号から第6号（旧告示第25条第1項第1号）に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、及び第2号（旧

告示第25条第1項第2号）に規定するものに対する投資に相当する額が含まれております。
 5.　平成18年9月30日の金額は、「資産（オン・バランス）項目」と「オフ・バランス取引等項目」を合算したものを記載しております。

連結自己資本比率（国内基準）
（単位：百万円）

（自己資本比率の状況）
（参考）
　自己資本比率は、平成19年3月31日から、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当で
あるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双
方について算出しております。なお、平成18年9月30日は銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件（平成5年大蔵省告示第
55号。以下、「旧告示」という。）に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
　なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。

項 目 平成18年9月30日 平成19年9月30日

基本的項目
（T i e r 1）

資 本 金 8,000 8,000
う ち 非 累 積 的 永 久 優 先 株 ― ―

新 株 式 申 込 証 拠 金 ― ―
資 本 剰 余 金 5,759 5,759
利 益 剰 余 金 13,502 13,948
自 己 株 式（△） 102 111
自 己 株 式 申 込 証 拠 金 ― ―
社 外 流 出 予 定 額（△） 154 155
そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損（△） ― ―
為 替 換 算 調 整 勘 定 ― ―
新 株 予 約 権 ― ―
連 結 子 法 人 等 の 少 数 株 主 持 分 2,043 2,198
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 ― ―

営 業 権 相 当 額（△） ― ―
の れ ん 相 当 額（△） ― ―
企業結合等により計上される無形固定資産相当額（△） ― ―
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△） ― ―
繰延税金資産の控除前の[基本的項目]計（上記各項目の合計額） ― ―
繰 延 税 金 資 産 の 控 除 金 額（△） ― ―

計 （A） 29,047 29,639
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注1） ― ―

補完的項目
（T i e r 2）

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額 1,806 1,803
一 般 貸 倒 引 当 金 2,418 2,415
負 債 性 資 本 調 達 手 段 等 ― ―
う ち 永 久 劣 後 債 務 （注2） ― ―
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注3） ― ―

計 4,225 4,219
う ち 自 己 資 本 へ の 算 入 額（B） 3,974 3,944

控 除 項 目 控 除 項 目 （注4）（C） 101 22
自己資本額 （A）＋（B）－（C） （D） 32,920 33,561

リ ス ク ・
アセット等

資 産（ オ ン ・ バ ラ ン ス ） 項 目 344,471 318,871
オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目 2,269 2,342
信 用 リ ス ク ・ ア セ ッ ト の 額（E） ― 321,214
オペレーショナル・リスク相当額に係る額（（G）／8％）（F） ― 21,349
（参考）オペレーショナル・リスク相当額（G） ― 1,707
計 （ E ） ＋ （ F ） （注5）（H） 346,740 342,564

連結自己資本比率（国内基準）＝Ｄ×100Ｈ 9.49％ 9.79％

（参考）Tier1比率＝Ａ×100Ｈ ― 8.65％
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1.事業の種類別セグメント情報
（セグメント情報）

2.所在地別セグメント情報

3.国際業務経常収益

（単位：百万円）

（注） 1.  事業区分は、連結会社の事業内容により区分しております。なお、一般企業の売上高及び営業利益に代えてそれぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。
 2.  各事業の主な取扱業務は、次のとおりであります。
  （1）銀行業……………銀行業及びそれに付随し、関連する業務
  （2）リース業…………リース業及びそれに付随し、関連する業務
  （3）その他の事業……債務保証業及びそれに付随し、関連する業務
 3.  経常費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能経常費用の金額はありません。
 4.  中間連結財務諸表において貸倒引当金は593百万円の繰入となっています。その他の事業の個別中間財務諸表において特別利益に計上している貸倒引当金戻

入益30百万円を、中間連結財務諸表では経常費用より減算しているため、その他の事業の経常費用がマイナスとなっています。なお、その他の事業の個別中間
財務諸表における経常費用（貸倒引当金繰入額を除く）は前中間連結会計期間23百万円、当中間連結会計期間23百万円であります。

期 別
科 目

前中間連結会計期間（平成18年4月1日～平成18年9月30日）
銀行業 リース業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

経 常 収 益
（1）外部顧客に対する経常収益 6,466 2,343 45 8,855 ― 8,855
（2）セグメント間の内部経常収益 36 243 37 317 （ 317） ―

計 6,503 2,586 83 9,173 （ 317） 8,855
経 常 費 用 5,825 2,569 △7 8,388 （ 317） 8,070
経 常 利 益 677 17 90 785 （ 0） 785

期 別
科 目

当中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9月30日）
銀行業 リース業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

経 常 収 益
（1）外部顧客に対する経常収益 6,917 2,395 43 9,356 ― 9,356
（2）セグメント間の内部経常収益 30 223 33 287 （ 287） ―

計 6,947 2,618 77 9,643 （ 287） 9,356
経 常 費 用 6,110 2,569 △32 8,646 （ 286） 8,360
経 常 利 益 837 49 110 996 （ 1） 995

（単位：百万円）

（注） 1.  事業区分は、連結会社の事業内容により区分しております。なお、一般企業の売上高及び営業利益に代えてそれぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。
 2.  各事業の主な取扱業務は、次のとおりであります。
  （1）銀行業……………銀行業及びそれに付随し、関連する業務
  （2）リース業…………リース業及びそれに付随し、関連する業務
  （3）その他の事業……債務保証業及びそれに付随し、関連する業務
 3.  経常費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能経常費用の金額はありません。
 4.  中間連結財務諸表において貸倒引当金は297百万円の繰入となっています。その他の事業の個別中間財務諸表において特別利益に計上している貸倒引当金戻

入益58百万円を、中間連結財務諸表では経常費用より減算しているため、その他の事業の経常費用がマイナスとなっています。なお、その他の事業の個別中間
財務諸表における経常費用（貸倒引当金繰入額を除く）は前中間連結会計期間23百万円、当中間連結会計期間26百万円であります。

前中間連結会計期間（平成18年4月1日～平成18年9月30日) 当中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9月30日)

在外連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報の
記載を省略しております。

同左

前中間連結会計期間（平成18年4月1日～平成18年9月30日) 当中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9月30日)

国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常
収益の記載を省略しております。

同左



連結情報

（1株当たり情報） （単位：円）

（重要な後発事象）

（注） 1.  1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日）

純 資 産 の 部 の 合 計 35,182 34,190
純資産の部の合計額
か ら 控 除 す る 金 額 2,060 2,209

（うち少数株主持分） 2,060 2,209
普通株式に係る中間期末の純資産額 33,122 31,981
１株当たり純資産額の算定に用いられた
中 間 期 末 の 普 通 株 式 の 数 62,285 千株 62,259 千株

（単位：百万円）

（単位：百万円）

 3.  なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

 2.  1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前中間連結会計期間
（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

当中間連結会計期間
（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

1株当たり中間純利益
中 間 純 利 益 424 486
普通株主に帰属しない金額 ― ―
普通株式に係る中間純利益 424 486
普通株式の期中平均株式数 62,289 千株 62,273 千株

前中間連結会計期間（平成1８年4月1日～平成18年9月30日） 当中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9月30日）
（重要な自己株式（連結子会社の保有する親会社株式）の処分）
　当行の連結子会社のちくぎんコンピュータサービス株式会社、ウエス
タンリース株式会社及び筑邦信用保証株式会社は、取締役会の決議に基
づき、自己株式（連結子会社の保有する親会社株式）を売却することを
決議しました。なお、各社の取締役会開催日は、それぞれ平成18年11
月16日、平成18年11月7日、平成18年11月13日であります。また、
決議内容及び処分に伴う連結財務諸表へ与える影響は以下のとおりであ
ります。
1. 決議内容
 （1） その旨及び理由
  会社法第135条第3項に基づき、親会社株式を処分するもの。
 （2） 処分方法、処分する株式の種類、処分する株式の数及び処分価額
 ①　処分方法
 　　市場において売却する。
 ②　処分する株式の種類
 　　普通株式
 ③　処分する株式の数

ちくぎんコンピュータサービス株式会社 30,000株
ウエスタンリース株式会社 250,000株
筑邦信用保証株式会社 80,000株
合計 360,000株

 ④　処分価額
   証券会員制法人福岡証券取引所における当行普通株式の平成

18年11月20日の終値。
   なお、処分価額は1株400円となりました。
 （3） 処分時期　　平成18年11月21日

2. 処分に伴う連結財務諸表へ与える影響
処分損 46百万円
うち親会社持分相当額 2百万円
うち少数株主持分相当額 43百万円
経常利益及び税金等調整前中間純利益の減少額 43百万円
少数株主利益の減少額 25百万円
利益剰余金の減少額（自己株式処分差損） 1百万円

 なお、中間純利益に与える影響はありません。
  また、連結自己資本比率（銀行法第14条の2の規定に基づき自己資
本比率の基準を定める件（平成5年大蔵省告示第55号。）に定められ
た算式に基づき算出。）は、自己株式（連結子会社の保有する親会社
株式）の処分損により利益剰余金及び少数株主持分が減少する一方で、
基本的項目の額から控除されている自己株式（子会社が保有する親会
社株式）190百万円（親会社持分相当額11百万円、少数株主持分相
当額179百万円）の影響がなくなるため、0.05ポイント程度上昇し
ます。

̶̶̶̶̶̶̶

前中間連結会計期間
（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

当中間連結会計期間
（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

1 株 当 た り 純 資 産 額 531.78 513.68
1 株 当 た り 中 間 純 利 益 6.82 7.81


